
埼
玉
県
第
２
ブ
ロ
ッ
ク

　

消
防
救
助
技
術
指
導
会

を
開
催
し
ま
す
。

●
５
月
20
日

、
午
前
９
時
か
ら
、
富

士
見
市
に
あ
る
当
消
防
組
合
消
防
訓
練

場
で
、
川
越
市
や
所
沢
市
な
ど
、
近
隣

10
消
防
本
部
の
参
加
に
よ
り
、
救
助
技

術
の
正
確
さ
・
迅
速
さ
を
競
う
、
救
助

技
術
指
導
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

見
学
は
自
由
で
す
が
、
駐
車
場
が
多

数
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
公
共
機
関
の

ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

住
民
の
皆
様
か
ら
の
応
援
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

消
防
本
部
総
務
課

　

２
６
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６
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消防訓練所　案内図  

● 
富士見市民会館 
キラリ☆ふじみ 

●富士見市役所 
 

●富士見消防署 
　消防訓練所 
　富士見市鶴馬

至 川越 

至 

鶴
瀬
駅 

 

会 場  

富
士
見
有
料
道
路 

 

浦和・所沢バイバス 

災害に即応する技
術向上を目的に、
約35 0人の隊員
が、日頃訓練した
救助技術を競い合
います。

Ｑ　

消
防
職
員
と
消
防
団
員
の
違
い
は

何
で
し
ょ
か
？

Ａ　

消
防
職
員
は
、
地
方
公
務
員
と

し
て
採
用
さ
れ
、
消
防
隊
員
・
救
急
隊

員
・
救
助
隊
員
・
本
部
員
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ
勤
務
し
、
隊
員
は
、
24
時
間
体
制

で
災
害
や
救
急
要
請
に
備
え
て
い
ま
す
。

　

消
防
団
員
は
、
本
業
を
持
ち
な
が
ら
、

「
自
分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た
ち
で
守

る
」
と
い
う
郷
土
愛
護
の
精
神
に
基
づ

き
、
災
害
が
発
生
す
る
と
、
消
防
団
車

庫
に
集
結
し
、
災
害
現
場
に
急
行
す
る
、

非
常
勤
公
務
員
と
い
う
身
分
で
す
。

　

自
営
業
、
農
業
、
会
社
員
な
ど
、
様
々

な
職
種
の
人
が
在
籍
す
る
消
防
団
は
、

終
業
時
間
が
異
な
る
た
め
、
終
業
後
に

集
ま
っ
て
訓
練
す
る
事
が
困
難
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
始
業
前
の
早
朝
に
集
ま

り
、
地
域
を
守
る
た
め
に
訓
練
す
る
事

も
あ
り
ま
す
。

　

女
性
の
消
防
団
員
も
活
躍
し
て
お
り
、

火
災
予
防
啓
発
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

消
防
団
員
は
、
三
芳
町
に
在
住
の
18

歳
〜
45
歳
（
女
性
団
員
は
60
歳
ま
で
）

の
健
康
な
方
な
ら
入
団
で
き
ま
す
。

（
日
本
国
籍
を
有
す
る
等
の
条
件
有
）

　

住
民
の
み
な
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

●
消
防
団
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　

消
防
本
部
警
防
課

　

２
６
１

６
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訓
練
模
様

三芳小学校ＰＴＡ（救急訓練）

● 質問も多く、みなさん積極
的な態度で訓練に参加。

● 火災予防に関する講義をみ
なさん真剣に受講。

● 三芳小にも設置してある、Ａ
ＥＤの取り扱いなどを訓練。

藤久保中学ＰＴＡ（救急訓練） 竹間沢公民館・高齢者防火教室

　

平
成
19
年
11
月
に
、
ふ
じ
み

野
市
内
で
発
生
し
た
建
物
火
災

で
、
早
期
通
報
と
初
期
消
火
に

あ
た
り
、
被
害
を
最
小
限
に
防

止
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

新
井
昭
一
さ
ん
、
二
枝
さ
ん

に
、
感
謝
状
を
贈
り
ま
し
た
。

初
期
消
火
協
力
者
に

感
謝
状

新井二枝さん　消防長

　

２
月
９
日
に
、
さ
い
た
ま
市
で

開
催
さ
れ
た
、
第
45
回
関
東
救

急
隊
員
学
術
研
究
会
で
、
当
消

防
組
合
・
関
桂
一
救
急
救
命
士
の

演
題
が
採
用
さ
れ
、
関
東
各
地

か
ら
来
場
し
た
医
師
や
看
護
師
・

救
急
隊
員
に
む
け
、
救
急
医
療

の
向
上
を
目
的
と
し
た
発
表
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

関
東
救
急
隊
員
学
術
研
究
会

演
題
発
表

春
の
火
災
予
防
運
動
を
実
施

（
３
月
１
日
〜
７
日
）

　

火
災
は
、
火
を
使
用
す
る
機
会
の
多
い
冬
季
か
ら
春

季
に
か
け
て
多
く
発
生
し
ま
す
。
こ
の
時
季
は
空
気
が

乾
燥
し
、
強
い
風
が
吹
く
事
の
多
い
た
め
、
一
度
火
災

が
発
生
す
る
と
、
大
火
災
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
19
年
中
、
火
の
取
り
扱
い
の
誤
り
に
よ

る
火
災
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

消
防
署
で
は
、
火
災
予
防
運
動
期
間
中
、
火
災
予

防
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
。
住
民
の
み
な
さ
ん
に
防

災
意
識
を
高
め
て
い
た
だ
き
、
火
災
の
発
生
を
防
止

し
、
万
一
発
生
し
て
も
、
被
害
を
最
小
限
に
止
め
る
こ

と
に
よ
り
、
尊
い
生
命
と
貴
重
な
財
産
を
守
る
事
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
家
庭
内
に
潜
む
火
災
の
危

険
を
未
然
に
防
ぐ
目
的
で
、
一
般
家
庭
の
防
火
診
断
を

実
施
し
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置
と
、
不
適
正
販
売

の
注
意
を
促
し
ま
し
た
。
そ
の
他
、
大
型
店
舗
な
ど
を

対
象
に
、
特
別
査
察
を
実
施
し
ま
し
た
。

救急種別 

建物火災 
　42件 
 

車両火災 
　９件 

その他 
　８件 

急病 
5,227件 

一般 
1,083件 

交通 
1,067件 
 

転院等 
701件 
 

他 
716件 

火災36件 

交通事故 
33件 

その他 
47件 

建物内 
16件 

救急 
8,794件 

 
 

救助 
132件 

火災 
59件 

放火（疑含） 　12件 
ガスコンロ　 　12件 
タバコ等　　　　8件 
電気装置　　　　5件 
ストーブ　　　　4件 
焚き火等　　　　3件 
溶接　　　　　　2件 
その他　　 　　　7件 
不明・調査中　 　8件 

－出火原因－ 火災種別 

救助種別 

火災・救急・救助の出場状況
平成19年中（１月～12月）

風船の配布ほか、大地震の揺

れを体験していただきました。

お子様にも消火器での初期消

火を体験していただきました。

あなたの家は、

「住宅用火災警報器」設置しましたか？

「住宅用火災警報器」の設置期限　平成20年6月1日まで。

　住宅火災による死者の７割が「逃げ遅れ」によるものです。住宅
火災による被害を減らすため、全国的な緊急対策がとられました。
　平成16年６月に消防法が改正され、すべての住宅に住宅用火災
警報器を設置することが義務付けられました。
　当消防本部では火災予防条例を改正し、平成18年６月１日から
新築住宅に適用になりました。
　今お住まいの住宅は、平成20年６月１日から義務となります。
　罰則はありませんが、火災の早期発見を知らせる住宅用警報器
は、大切な命を守るために有効です。
　皆様のご協力をお願いします。

住宅用火災警報器Ｑ＆Ａ

Ｑ．「住宅用火災警報器」とは？
Ａ． 火災の煙や熱を感知し、警報などで知らせる機器で、煙に反
応する「煙式」、熱に反応する「熱式」があります。

Ｑ．必ず設置しないといけないのですか？
Ａ． 消防法の改正により、すべての住宅に設置が義務付けられて
います。

Ｑ．罰則はありますか？
Ａ． 罰則規定はありません。住宅防火の基本は自己責任です
Ｑ．「住宅用火災警報器」は、どこで購入できますか？
Ａ． ご近所のホームセンターや、防災設備業者、家電販売店など
でも取り扱っています。

Ｑ．値段はどれ位しますか？
Ａ．種類にもよりますが、5,000円前後で購入できます
Ｑ．自分で取り付けられますか？
Ａ． 壁掛時計を取り付ける要領で、ネジやフックで簡単に設置す
ることができる種類もあります。

Ｑ．どんな物を購入すれば良いのですか？
Ａ． 品質保証の目安として、ＮＳマーク（日本消防検定協会が付
いているものを選びましょう。

日本消防検定協会の

鑑定マーク

住宅用火災警報器

● 不適正な価格や、「設置しないと罰せられ

る」などと脅し、強引に売りつける悪質業者

にご注意下さい

● 消防職員や消防団員が訪問販売をする事は一

切ありません。点検業者による点検はありま

せん。

● 不審に思ったら、ハッキリ購入を拒否してく

ださいまた、押印やサインを断ってください。

・悪質訪問販売に関する窓口（月～金・９時～17時）

　三芳町役場産業振興課　 049（258）0019

・設置相談などに関する窓口（月～金・９時～17時）

　住宅用火災警報器相談室　 0120－565－911

　消防本部予防課　 049－261－6007

寝　室
煙式

寝　室
煙式階　段

煙式

居　間

台　所

設置義務 努力義務

－設置例－

悪 質 訪 問 販 売 に
ご 注 意 く だ さ い

火は見てるあなたが離れるその時を
－２００７年度全国統一防火標語－

住み慣れた街の安心防火から
－入間東部地区消防組合防火標語－

入間東部地区消防組合
三芳町・富士見市・ふじみ野市

〒356-0052　
ふじみ野市苗間1-13-28
TEL 049（261）6000（代）
FAX 049（261）4395（代）

HP　ht tp : / /www. i rumatohbu119. jp /
Email　shobo@irumatohbu119.jp（代）
火災の問い合わせ 049（263）0119（テープ案内）
救急病院の御案内  049（261）6000（休日・夜間）

みんなの消防（ ） （ ）み ん な の 消 防


